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消　　防　　局

福岡市消防局訓令甲第 5号

　福岡市消防局部長以下専決規程（平成27年福岡市消防局訓令甲第13号）の一部を次のよ

うに改正し、令和 7年 4月 1日から施行する。

　　令和 7年 3月31日

福岡市消防局長　　髙　　田　　浩　　輝　　　　

　別表第 4予防部関係の部指導課長の款中うの項を削り、えの項をうの項とし、おの項中

「、完成検査済証及び許可書」を「及び完成検査済証」に改め、同項をえの項とし、かの

項をおの項とし、きの項をかの項とし、くの項をきの項とし、けの項をくの項とし、この

項をけの項とし、さの項をこの項とし、しの項をさの項とし、すの項をしの項とし、せの

項をすの項とし、その項をせの項とし、たの項をその項とし、ちの項をたの項とし、つの

項をちの項とし、ての項をつの項とし、との項をての項とし、なの項をとの項とし、にの

項をなの項とし、ぬの項をにの項とし、ねの項をぬの項とし、のの項をねの項とし、はの

項をのの項とし、ひの項をはの項とし、ふの項をひの項とし、同表消防署関係の部消防署

長の款中あの項を削り、いの項をあの項とし、うの項をいの項とし、えの項をうの項とし、

おの項をえの項とし、同部予防課長の款中あの項を削り、いの項をあの項とし、うの項を

いの項とし、えの項をうの項とし、おの項を削り、かの項をえの項とし、きの項をおの項

とし、くの項を削る。
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　福岡市消防職員人事異動取扱規程（昭和60年福岡市消防局訓令甲第 5号）の一部を次の

ように改正し、令和 7年 4月 1日から施行する。

　　令和 7年 3月31日

福岡市消防局長　　髙　　田　　浩　　輝　　　　

　第 2条第 1項中「福利厚生課長」を「職員共済課長」に改める。

福岡市消防局訓令甲第 7号

　福岡市消防職員の勤務等に関する規程（昭和26年福岡市消防局訓令第12号）の一部を次

のように改正し、令和 7年 4月 1日から施行する。

　　令和 7年 3月31日

福岡市消防局長　　髙　　田　　浩　　輝　　　　

　第 3条中第 6項を第 8項とし、第 5項を第 7項とし、第 4項を第 6項とし、同条第 3項

中「前項」を「前 2項」に改め、同条中同項を第 5項とし、第 2項を第 3項とし、同項の

次に次の 1項を加える。

4  　前項の規定にかかわらず、職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合に

は、局長が別に定めるところにより、休憩時間を60分から45分に短縮することができる。

　第 3条第 1項の次に次の 1項を加える。

2  　前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるいずれかの場合に認められる早出遅出勤

務（始業及び終業の時刻をあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務をいう。）を行

う職員の勤務時間については、局長が別に定める。

　あ　通勤時間帯における交通混雑に対処する場合

　い　業務の都合による場合

　う　職員の疲労を回復する必要がある場合

　第 3条の 2第 2項を同条第 3項とし、同条第 1項中「前条第 6項」を「前条第 8項」に

改め、同項を同条第 2項とし、同条に第 1項として次の 1項を加える。

　 　毎日勤務者のうち、各消防署予防課の職員（正午から午後 1時までの間に窓口業務に

従事することを命じられた職員に限る。）の休憩時間は、前条第 3項の規定にかかわら

ず、午前11時から午後 2時までとする。

　第 4条第 2項中「第 3条第 3項から第 5項まで」を「第 3条第 5項から第 7項まで」に

改め、同条第 3項中「前条第 2項」を「前条第 3項」に改める。

　第 5条第 2項中「第 3条第 6項、第 3条の 2第 1項」を「第 3条第 8項、第 3条の 2第

2項」に改める。

　第22条第11号中「第 3条第 6項」を「第 3条第 8項」に改め、同条第11号の 2中「第 3

条第 8項」を「第 3条第 9項」に改め、同条第11号の 4の次に次の 1号を加える。

　⑾ の 5　勤務不要日　正規の勤務時間について所定の組合せを行った結果終日勤務しな

いこととなる日（週休を除く。）
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　第22条第12号中「出張。」を「出張」に改め、同号ただし書を削り、同条第12号の 2中

「住所又は居所」を「自宅等」に改める。

福岡市消防局訓令甲第 8号

　福岡市消防職員の勤務を要しない日の振替等に関する規程（平成 6年福岡市消防局訓令

甲第10号）の一部を次のように改正し、令和 7年 4月 1日から施行する。

　　令和 7年 3月31日

福岡市消防局長　　髙　　田　　浩　　輝　　　　

　第 1条中「第 3条の 2第 1項」を「第 3条の 2第 2項」に、「第 3条第 8項」を「第 3

条第 9項」に改める。

　第 3条第 1項、第 4条第 1項及び第 5条第 1項中「第 3条第 8項」を「第 3条第 9項」

に改める。

福岡市公報

－ 3 －

第7132号
（別冊25）令和７年３月31日



福岡市公報
第7132号
（別冊25）

－ 4 －

令和７年３月31日

印刷所 松影堂印刷株式会社

この印刷物は再生紙を
使用しています


